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１ ．  目的等  

 実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係

る被ばく 評価に関する審査ガイ ド （ 以下「 審査ガイ ド 」 と いう 。） は、 実用発電

用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（ 原規技発第 1306194

号（ 平成２ ５ 年６ 月１ ９ 日原子力規制委員会決定）。 以下「 解釈」 と いう 。） 第

５ ３ 条、 第７ ４ 条及び第７ ６ 条の規定のう ち 、 評価項目を満足する こ と を確認

するための手法の妥当性を審査官が判断する際に、 参考と するものである 。  

申請者の用いた手法が本審査ガイ ド に沿っ た手法であれば、 妥当なものと判

断される 。 申請者が異なる手法を用いた場合は、 本審査ガイ ド を参考に個別に

判断する必要がある 。  

 なお、 本審査ガイ ド は、 技術的知見及び審査経験等に応じ て 、 適宜見直すこ

と と する 。  
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２ ． 定義  

a) アニュ ラス部  

PWR 型原子炉施設における原子炉格納容器と外部遮へい壁又は周辺建屋

の間の気密性の高い円環状空間。  

b) エアロゾル  

固体又は液体の微細粒子が気体の中に分散し た状態。  

c) 緊急時制御室  

解釈第５ ３ 条３ （ ｂ ） に規定する緊急時制御室。  

d) 緊急時対策所  

解釈第７ ６ 条に規定する緊急時対策所。  

e) 空気流入量  

「 発電用原子力設備の原子炉制御室の空気流入率測定試験手法」（ 参１ ）にお

いて定められた空気流入率に、 原子炉制御室、 緊急時制御室又は緊急時対

策所（ 以下「 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所」 と いう 。） バ

ウンダリ の体積を乗じ たもの。  

f) 原子炉格納容器  

原子炉、 原子炉冷却設備及びその関連設備を格納する容器。  

g) 原子炉制御室  

解釈第７ ４ 条に規定する原子炉制御室。  

h) 原子炉建屋  

原子炉格納容器及びその関連施設を収容する建屋。  

本審査ガイ ド では、 BWR 型原子炉施設では二次格納施設、 PWR 型原子炉

施設では原子炉格納容器及びアニュ ラス部。  

i) 実効線量

放射線による人体組織ごと の影響の起こ り やすさ を勘案し て、全身が均等

に被ばく し た場合と同一尺度で被ばく の影響を表す量。  

j) 線源  

放射線の発生源。  

本審査ガイ ド では、想定事故時に原子炉施設内で放射性物質が存在し てい

る場所。  

k) 相対線量  

方位別の着目地点の単位放出率当たり の線量率。  

l) 相対濃度

単位放出率当たり の方位別の着目地点の放射性物質の空気中濃度。  



 

− 3−  
 

m)  想定事故  

原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の居住性に係る運転員又は

対策要員の被ばく を評価するために設定し た事故。  

n)  ソ ースターム  

原子炉格納容器又は大気中に放出される放射性物質の種類、性状、放出量、

放出時期、 放出期間及び放出エネルギー。  

o) （ 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所） バウンダリ  

想定事故時に、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の換気空調設

備によっ て 、 給・ 排気される区域の境界。 本審査ガイ ド では、 こ の境界に

よっ て取り 囲まれている空間全体をバウンダリ と 呼ぶ。  

p) 二次格納施設  

BWR 型原子炉施設で、 原子炉格納容器から漏えいし た放射性物質が直接

外部に放出されないよう に機能する原子炉建屋。  

q) 被ばく 経路  

原子炉施設から放出される又は滞留する放射性物質によっ て、人の放射線

被ばく をもたらす経路。  

r) 放射性雲（ プルーム）  

大気中に放出された微細な放射性物質が煙のよう に流れる状態（ 煙流）。  

s) 放出源  

想定事故時に放射性物質が原子炉施設から大気中へと放出されると きの、

放出場所（ 例えば、 格納容器圧力逃がし 装置の放出口のよう な部位）。  

t) 流入（ イ ンリ ーク ）  

本審査ガイ ド では、換気空調設備のフ ィ ルタを経由し ないで原子炉制御室

／緊急時制御室／緊急時対策所に流入する空気。  

なお、 本審査ガイ ド では「 流入」 はこ の定義ですべて用いている 。  
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３ ． 制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく 評価  

 

（ 解釈より 抜粋）  

第５ ３ 条（ 特定重大事故等対処施設）  

３  第２ 号に規定する 「 原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備」

と は、 以下に掲げる設備又はこれら と同等以上の効果を有する設備をいう 。  

( d)重大事故等対処設備（ 特定重大事故等対処施設を構成するものを除く 。） によ

る格納容器破損防止対策が有効に機能し なかっ た場合は、 原子炉制御室から

移動し 緊急時制御室で対処する こ と を想定し 、 緊急時制御室の居住性につい

て、 次の要件を満たすものであるこ と 。  

①  想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第一原子力発電

所事故と同等と する こ と 。  

② 運転員はマスク の着用を考慮し てもよい。 ただし その場合は、 実施のため

の体制を整備するこ と 。  

③ 交代要員体制を考慮し てもよい。 ただし その場合は、 実施のための体制を

整備するこ と 。  

④ 判断基準は、 運転員の実効線量が 7日間で 100mSv を超えないこ と 。  

 

 

 

第７ ４ 条（ 原子炉制御室）  

１  第７ ４ 条に規定する 「 運転員がと どまるために必要な設備」 と は、 以下に

掲げる措置又はこ れら と 同等以上の効果を有する措置を行う ための設備をい

う 。  

ｂ ） 炉心の著し い損傷が発生し た場合の原子炉制御室の居住性について、 次

の要件を満たすものであるこ と 。  

  ①  設置許可基準規則解釈第３ ７ 条の想定する 格納容器破損モード のう

ち 、 原子炉制御室の運転員の被ばく の観点から結果が最も厳し く なる事

故収束に成功し た事故シーケンス（ 例えば、 炉心の著し い損傷の後、 格

納容器圧力逃がし 装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能し た場

合） を想定するこ と 。  

  ② 運転員はマスク の着用を考慮し ても よい。 ただし その場合は、 実施の

ための体制を整備するこ と 。  

  ③ 交代要員体制を考慮し ても よい。 ただし その場合は、 実施のための体
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制を整備するこ と 。  

  ④ 判断基準は、 運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないこ と 。  

 

 

 

第７ ６ 条（ 緊急時対策所）  

１  第１ 項及び第２ 項の要件を満たす緊急時対策所と は、 以下に掲げる措置又

はこ れら と 同等以上の効果を有する措置を行う ための設備を備えたものをい

う 。  

ｅ ） 緊急時対策所の居住性については、 次の要件を満たすものであるこ と 。  

  ① 想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第一原子力

発電所事故と同等と するこ と 。  

  ② プルーム通過時等に特別な防護措置を講じ る場合を除き 、 対策要員

は緊急時対策所内でのマスク の着用なし と し て評価するこ と 。  

  ③ 交代要員体制、 安定ヨ ウ素剤の服用、 仮設設備等を考慮し ても よい。

ただし その場合は、 実施のための体制を整備するこ と 。  

  ④ 判断基準は、 対策要員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないこ

と 。  
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４ ． 居住性に係る被ばく 評価の標準評価手法  

 

４ ． １  居住性に係る被ばく 評価の手法及び範囲  

① 居住性に係る被ばく 評価にあたっ ては最適評価手法を適用し 、「 4.2 居住

性に係る被ばく 評価の共通解析条件」 を適用する 。 ただし 、 保守的な仮

定及び条件の適用を否定するものではない。  

② 実験等を基に検証され、 適用範囲が適切なモデルを用いる 。  

③ 不確かさが大きいモデルを使用する場合や検証されたモデルの適用範囲

を超える場合には、 感度解析結果等を基にその影響を適切に考慮する 。  

 

（ １ ） 被ばく 経路  

原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の居住性に係る被ばく 評価で

は、 次の被ばく 経路による被ばく 線量を評価する 。 図 1 に、 原子炉制御室の

居住性に係る被ばく 経路を 、 図 2 に、 緊急時制御室又は緊急時対策所の居住

性に係る被ばく 経路をそれぞれ示す。  

ただし 、 合理的な理由がある場合は、 こ の経路によらないこ と ができる 。  

① 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による原子炉制御室／緊急時

制御室／緊急時対策所内での被ばく  

原子炉建屋（ 二次格納施設（ BWR 型原子炉施設） 又は原子炉格納容器

及びアニュ ラス部（ PWR 型原子炉施設）） 内の放射性物質から放射され

るガンマ線による原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内での被

ばく 線量を 、 次の二つの経路を対象に計算する 。  

一 原子炉建屋内の放射性物質からのスカイ シャ イ ンガンマ線による

外部被ばく  

二 原子炉建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による外部被ばく  

② 大気中へ放出された放射性物質による原子炉制御室／緊急時制御室／緊

急時対策所内での被ばく  

大気中へ放出された放射性物質から放射されるガンマ線による外部被

ばく 線量を 、 次の二つの経路を対象に計算する 。  

一 放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による外部被ばく （ ク ラウ

ド シャ イ ン ）  

二 地表面に沈着し た放射性物質からのガンマ線による外部被ばく （ グ

ランド シャ イ ン ）  
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③ 外気から取り 込まれた放射性物質による原子炉制御室／緊急時制御室／

緊急時対策所内での被ばく  

原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に取り 込まれた放射性

物質による被ばく 線量を、次の二つの被ばく 経路を対象にし て計算する 。 

なお、 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に取り 込まれた

放射性物質は、室内に沈着せずに浮遊し ているものと仮定し て評価する 。 

一 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内へ外気から取り 込

まれた放射性物質の吸入摂取による内部被ばく  

二 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内へ外気から取り 込

まれた放射性物質からのガンマ線による外部被ばく  

④ 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による入退域での被ばく  

原子炉建屋内の放射性物質から放射されるガンマ線による入退域での

被ばく 線量を 、 次の二つの経路を対象に計算する 。

一 原子炉建屋内の放射性物質からのスカイ シャ イ ンガンマ線による

外部被ばく  

二 原子炉建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による外部被ばく  

⑤ 大気中へ放出された放射性物質による入退域での被ばく  

大気中へ放出された放射性物質による被ばく 線量を 、 次の三つの経路

を対象に計算する 。  

一 放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による外部被ばく （ ク ラウ

ド シャ イ ン ）  

二 地表面に沈着し た放射性物質からのガンマ線による外部被ばく （ グ

ランド シャ イ ン ）  

三 放射性物質の吸入摂取による内部被ばく  

（ ２ ） 評価の手順  

原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の居住性に係る被ばく 評価の

手順を図 3 に示す。  

a．  原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の居住性に係る被ばく 評価

に用いるソ ースタームを設定する 。  

・ 原子炉制御室の居住性に係る被ばく 評価では、 格納容器破損防止対策

の有効性評価（ 参 2） で想定する格納容器破損モード のう ち 、 原子炉制御

室の運転員又は対策要員の被ばく の観点から 結果が最も 厳し く なる

事故収束に成功し た事故シーケンス（ こ の場合、 格納容器破損防止対

策が有効に働く ため、 格納容器は健全である ） のソ ースターム解析を
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基に、 大気中への放射性物質放出量及び原子炉施設内の放射性物質存

在量分布を設定する 。  

・ 緊急時制御室又は緊急時対策所の居住性に係る被ばく 評価では、 放射

性物質の大気中への放出割合が東京電力株式会社福島第一原子力発

電所事故と同等と仮定し た事故に対し て、 放射性物質の大気中への放

出割合及び炉心内蔵量から大気中への放射性物質放出量を計算する 。 

また、 放射性物質の原子炉格納容器内への放出割合及び炉心内蔵量

から原子炉施設内の放射性物質存在量分布を設定する 。  

b． 原子炉施設敷地内の年間の実気象データを用いて、 大気拡散を計算し て

相対濃度及び相対線量を計算する 。  

c． 原子炉施設内の放射性物質存在量分布から原子炉建屋内の線源強度を計

算する 。  

d． 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内での運転員又は対策要員

の被ばく 線量を計算する 。  

・ 上記 c の結果を用いて、原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線（ ス

カイ シャ イ ンガンマ線、直接ガンマ線）による被ばく 線量を計算する 。 

・ 上記 a 及び b の結果を用いて、 大気中へ放出された放射性物質及び地

表面に沈着し た放射性物質のガンマ線によ る 外部被ばく 線量を計算

する 。  

・ 上記 a 及び b の結果を用いて、 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時

対策所内に外気から取り 込まれた放射性物質による被ばく 線量（ ガン

マ線による外部被ばく 及び吸入摂取による内部被ばく ） を計算する 。 

e． 上記 d で計算し た線量の合計値が、 判断基準を満たし ているかどう かを

確認する 。  

 

４ ． ２  居住性に係る被ばく 評価の共通解析条件  

（ １ ） 沈着・ 除去等  

a． 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の非常用換気空調設備フ ィ

ルタ効率  

ヨウ素類及びエアロゾルのフ ィ ルタ効率は、使用条件での設計値を基

に設定する 。  

なお、フ ィ ルタ効率の設定に際し 、ヨ ウ素類の性状を適切に考慮する 。 

b． 空気流入率  

既設の場合では、 空気流入率は、 空気流入率測定試験結果を基に設定
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する 。  

新設の場合では、 空気流入率は、 設計値を基に設定する 。（ なお、 原

子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所設置後、 設定値の妥当性を空

気流入率測定試験によっ て確認する 。）  

（ ２ ） 大気拡散  

a． 放射性物質の大気拡散  

・ 放射性物質の空気中濃度は、 放出源高さ及び気象条件に応じ て、 空間

濃度分布が水平方向及び鉛直方向と も に正規分布になる と 仮定し た

ガウスプルームモデルを適用し て計算する 。  

なお、 三次元拡散シミ ュ レ ーショ ンモデルを用いてもよい。  

・ 風向、 風速、 大気安定度及び降雨の観測項目を 、 現地において少なく

と も 1 年間観測し て得られた気象資料を大気拡散式に用いる 。  

・ ガウスプルームモデルを適用し て計算する場合には、 水平及び垂直方

向の拡散パラメ ータは、 風下距離及び大気安定度に応じ て、 気象指針

（ 参 3） における相関式を用いて計算する 。  

・ 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の居住性評価で特徴的な

放出点から近距離の建屋の影響を受ける場合には、 建屋による巻き込

み現象を考慮し た大気拡散による拡散パラメ ータ を用いる 。  

・ 原子炉建屋の建屋後流での巻き込みが生じ る場合の条件については、

放出点と巻き込みが生じ る建屋及び評価点との位置関係について、 次

に示す条件すべてに該当し た場合、 放出点から放出された放射性物質

は建屋の風下側で巻き込みの影響を受け拡散し 、 評価点に到達するも

のと する 。  

  一 放出点の高さが建屋の高さの 2.5 倍に満たない場合  

  二  放出点と 評価点を結んだ直線と 平行で放出点を風下と し た風向

n について、 放出点の位置が風向 n と建屋の投影形状に応じ て定

まる一定の範囲（ 図 4 の領域 An） の中にある場合  

  三 評価点が、 巻き込みを生じ る建屋の風下側にある場合  

上記の三つの条件のう ちの一つでも該当し ない場合には、 建屋の影

響はないものと し て大気拡散評価を行う ものと する （ 参 4）。  

・ 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の居住性に係る被ばく 評

価では、 建屋の風下後流側での広範囲に及ぶ乱流混合域が顕著である

こ と から 、 放射性物質濃度を計算する当該着目方位と し ては、 放出源

と 評価点と を結ぶラ イ ンが含まれる １ 方位のみを対象と する のでは
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なく 、 図 5 に示すよう に、 建屋の後流側の拡がり の影響が評価点に及

ぶ可能性のある複数の方位を対象と する 。  

・ 放射性物質の大気拡散の詳細は、「 原子力発電所中央制御室の居住性

に係る被ばく 評価手法について（ 内規）」（ 参 1） によ る 。  

b． 建屋による巻き込みの評価条件  

・ 巻き込みを生じ る代表建屋  

1) 原子炉建屋の近辺では、 隣接する複数の建屋の風下側で広く 巻き

込みによる拡散が生じ ているものと する 。  

2) 巻き込みを生じ る建屋と し て 、 原子炉格納容器、 原子炉建屋、 原

子炉補助建屋、 タ ービン建屋、 コン ト ロ− ル建屋及び燃料取り 扱

い建屋等、 原則と し て放出源の近隣に存在するすべての建屋が対

象と なるが、 巻き込みの影響が最も大きいと 考えら れる一つの建

屋を代表建屋とするこ と は、 保守的な結果を与える 。  

・ 放射性物質濃度の評価点  

1) 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が属する建屋の代表

面の選定  

原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内には、 次の i)又

は ii)によっ て、 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が属

する建屋の表面から放射性物質が侵入すると する 。  

i) 事故時に外気取入を行う 場合は、 主に給気口を介し ての外

気取入及び室内への直接流入  

ii) 事故時に外気の取入れを遮断する場合は、 室内への直接流

入  

2) 建屋による巻き込みの影響が生じ る場合、 原子炉制御室／緊急時

制御室／緊急時対策所が属する建屋の近辺ではほぼ全般にわたり 、

代表建屋による巻き込みによる拡散の効果が及んでいると 考えら

れる 。  

こ のため、 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所換気空

調設備の非常時の運転モード に応じ て、 次の i)又は ii)によっ て 、

原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が属する建屋の表面

の濃度を計算する 。  

i) 評価期間中も給気口から外気を取入れる こ と を前提と する

場合は、 給気口が設置されている原子炉制御室／緊急時制

御室／緊急時対策所が属する建屋の表面と する 。  
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ii) 評価期間中は外気を遮断する こ と を前提と する場合は、 原

子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が属する建屋の

各表面（ 屋上面又は側面） のう ちの代表面（ 代表評価面）

を選定する 。  

3) 代表面における評価点  

i) 建屋の巻き込みの影響を受ける場合には、 原子炉制御室／

緊急時制御室／緊急時対策所の属する建屋表面での濃度は

風下距離の依存性は小さ く ほぼ一様と 考えら れるので、 評

価点は厳密に定める必要はない。  

 屋上面を代表と する場合、 例えば原子炉制御室／緊急時

制御室／緊急時対策所の中心点を評価点と するのは妥当で

ある 。  

ii) 代表評価面を 、 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策

所が属する建屋の屋上面と するこ と は適切な選定である 。  

また、 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が屋

上面から離れている場合は、 原子炉制御室／緊急時制御室

／緊急時対策所が属する建屋の側面を代表評価面と し て 、

それに対応する高さでの濃度を対で適用する こ と も 適切で

ある 。  

iii) 屋上面を代表面と する場合は、 評価点と し て原子炉制御室

／緊急時制御室／緊急時対策所の中心点を選定し 、 対応す

る風下距離から拡散パラメ − タ を算出し ても よい。  

またσy＝ 0 及びσz＝ 0 と し て 、 σy0、 σz0 の値を適用し

ても よい。  

・ 着目方位  

1) 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の被ばく 評価の計

算では、 代表建屋の風下後流側での広範囲に及ぶ乱流混合域が顕

著であるこ と から 、 放射性物質濃度を計算する当該着目方位と し

ては、 放出源と評価点と を結ぶライ ンが含まれる １ 方位のみを対

象と するのではなく 、 図 5 に示すよ う に、 代表建屋の後流側の拡

がり の影響が評価点に及ぶ可能性のある複数の方位を対象と す

る 。  

評価対象と する方位は、 放出された放射性物質が建屋の影響を

受けて拡散する こ と 及び建屋の影響を受けて拡散さ れた放射性
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物質が評価点に届く こ と の両方に該当する方位と する 。  

具体的には、 全 16 方位について以下の三つの条件に該当する

方位を選定し 、 すべての条件に該当する方位を評価対象と する 。 

i）  放出点が評価点の風上にあるこ と  

ii）  放出点から 放出された放射性物質が、 建屋の風下側に巻き

込まれる よ う な範囲に、 評価点が存在する こ と 。 こ の条件

に該当する風向の方位ｍ １ の選定には、 図 6 のよう な方法を

用いるこ と ができ る 。 図 6 の対象となる二つの風向の方位

の範囲ｍ １ Ａ 、 ｍ １ Ｂ のう ち 、 放出点が評価点の風上となるど

ちら か一方の範囲が評価の対象と なる 。 放出点が建屋に接

近し 、 0.5Ｌ の拡散領域(図 6 のハッ チング部分)の内部にあ

る場合は、 風向の方位ｍ １ は放出点が評価点の風上と なる

180° が対象となる 。  

iii) 建屋の風下側で巻き込まれた大気が評価点に到達するこ と 。

こ の条件に該当する風向の方位ｍ ２ の選定には、 図 7 に示

す方法を用いるこ と ができ る 。 評価点が建屋に接近し 、 0.5

Ｌ の拡散領域(図 7のハッ チング部分)の内部にある場合は、

風向の方位ｍ ２ は放出点が評価点の風上と なる 180° が対

象となる 。  

図 6 及び図 7 は、 断面が円筒形状の建屋を例と し て示し ている

が、 断面形状が矩形の建屋についても 、 同じ 要領で評価対象の方

位を決定するこ と ができる 。  

建屋の影響がある場合の評価対象方位選定手順を 、図 8 に示す。 

2) 具体的には、 図 9 のと おり 、 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急

時対策所が属する建屋表面において定めた評価点から 、 原子炉施

設の代表建屋の水平断面を見込む範囲にある すべての方位を定

める 。  

幾何学的に建屋群を見込む範囲に対し て、 気象評価上の方位と

のずれによっ て、 評価すべき方位の数が増加するこ とが考えられ

るが、 こ の場合、 幾何学的な見込み範囲に相当する適切な見込み

方位の設定を行っ ても よい。  

・ 建屋投影面積  

1) 図 10 に示すとおり 、 風向に垂直な代表建屋の投影面積を求め、

放射性物質の濃度を求めるために大気拡散式の入力とする 。  
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2) 建屋の影響がある場合の多く は複数の風向を対象に計算する必

要があるので、 風向の方位ごとに垂直な投影面積を求める 。 ただ

し 、 対象と なる複数の方位の投影面積の中で、 最小面積を 、 すべ

ての方位の計算の入力と し て共通に適用するこ と は、 合理的であ

り 保守的である 。  

3) 風下側の地表面から 上側の投影面積を求め大気拡散式の入力と

する 。 方位によっ て風下側の地表面の高さが異なる場合は、 方位

ごと に地表面高さから上側の面積を求める 。また、方位によっ て、

代表建屋と は別の建屋が重なっ ている場合でも 、 原則地表面から

上側の代表建屋の投影面積を用いる 。  

c． 相対濃度及び相対線量  

・ 相対濃度は、 短時間放出又は長時間放出に応じ て、 毎時刻の気象項目

と実効的な放出継続時間を基に評価点ごと に計算する 。  

・ 相対線量は、 放射性物質の空間濃度分布を算出し 、 こ れをガンマ線量

計算モデルに適用し て評価点ごと に計算する 。  

・ 評価点の相対濃度又は相対線量は、 毎時刻の相対濃度又は相対線量を

年間について小さい方から累積し た場合、 その累積出現頻度が 97%に

当たる値と する 。  

・ 相対濃度及び相対線量の詳細は、「 原子力発電所中央制御室の居住性

に係る被ばく 評価手法について（ 内規）」（ 参 1） によ る 。  

d． 地表面への沈着  

放射性物質の地表面への沈着評価では、地表面への乾性沈着及び降雨に

よる湿性沈着を考慮し て地表面沈着濃度を計算する 。  

e． 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内の放射性物質濃度  

・ 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の建屋の表面空気中から 、

次の二つの経路で放射性物質が外気から 取り 込まれる こ と を仮定す

る 。  

一 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の非常用換気空調

設備によっ て室内に取り 入れるこ と （ 外気取入）  

二 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に直接流入する

こ と （ 空気流入）  

・ 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内の雰囲気中で放射性物

質は、 一様混合すると仮定する 。  

なお、 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に取り 込まれ
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た放射性物質は、 室内に沈着せずに浮遊し ているものと仮定する 。  

・ 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内への外気取入による放

射性物質の取り 込みについては、 非常用換気空調設備の設計及び運転

条件に従っ て計算する 。  

・ 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に取り 込まれる放射性

物質の空気流入量は、 空気流入率及び原子炉制御室／緊急時制御室／

緊急時対策所バウンダリ 体積（ 容積） を用いて計算する 。  

（ ３ ） 線量評価  

a． 放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による原子炉制御室／緊急時制

御室／緊急時対策所内での外部被ばく （ ク ラウ ド シャ イ ン ）  

・ 放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による外部被ばく 線量は、 空

気中時間積分濃度及びク ラ ウ ド シャ イ ンに対する外部被ばく 線量換

算係数の積で計算する 。  

・ 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内にいる運転員又は対策

要員に対し ては、 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の建屋

によっ て放射線が遮へいされる低減効果を考慮する 。  

b． 地表面に沈着し た放射性物質からのガンマ線による原子炉制御室／緊急

時制御室／緊急時対策所内での外部被ばく （ グランド シャ イ ン ）  

・ 地表面に沈着し た放射性物質からのガンマ線による外部被ばく 線量は、

地表面沈着濃度及びグラン ド シャ イ ンに対する外部被ばく 線量換算

係数の積で計算する 。  

・ 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内にいる運転員又は対策

要員に対し ては、 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の建屋

によっ て放射線が遮へいされる低減効果を考慮する 。  

c． 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内へ外気から取り 込まれた

放射性物質の吸入摂取による原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策

所内での内部被ばく  

・ 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内へ外気から取り 込まれ

た放射性物質の吸入摂取による内部被ばく 線量は、 室内の空気中時間

積分濃度、 呼吸率及び吸入による内部被ばく 線量換算係数の積で計算

する 。  

・ なお、 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に取り 込まれた

放射性物質は、 室内に沈着せずに浮遊し ているものと仮定する 。  

・ 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内でマスク着用を考慮す



 

− 15−  
 

る 。 その場合は、 マスク着用を考慮し ない場合の評価結果も提出を求

める 。  

d． 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内へ外気から取り 込まれた

放射性物質のガンマ線による外部被ばく  

・ 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内へ外気から取り 込まれ

た放射性物質からのガンマ線による外部被ばく 線量は、 室内の空気中

時間積分濃度及びク ラ ウ ド シャ イ ンに対する外部被ばく 線量換算係

数の積で計算する 。  

・ なお、 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に取り 込まれた

放射性物質は、 c 項の内部被ばく 同様、 室内に沈着せずに浮遊し てい

るものと仮定する 。  

e．  放射性雲中の放射性物質からのガンマ線によ る入退域での外部被ばく

（ ク ラウ ド シャ イ ン ）  

・ 放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による外部被ばく 線量は、 空

気中時間積分濃度及びク ラ ウ ド シャ イ ンに対する外部被ばく 線量換

算係数の積で計算する 。  

f． 地表面に沈着し た放射性物質からのガンマ線による入退域での外部被ば

く （ グランド シャ イ ン ）  

・ 地表面に沈着し た放射性物質からのガンマ線による外部被ばく 線量は、

地表面沈着濃度及びグラン ド シャ イ ンに対する外部被ばく 線量換算

係数の積で計算する 。  

g． 放射性物質の吸入摂取による入退域での内部被ばく  

・ 放射性物質の吸入摂取による内部被ばく 線量は、 入退域での空気中時

間積分濃度、 呼吸率及び吸入による内部被ばく 線量換算係数の積で計

算する 。  

・ 入退域での放射線防護による被ばく 低減効果を考慮し てもよい。  

h. 被ばく 線量の重ね合わせ  

・ 同じ敷地内に複数の原子炉施設が設置されている場合、 全原子炉施設

について同時に事故が起きたと想定し て評価を行う が、 各原子炉施設

から被ばく 経路別に個別に評価を実施し て、 その結果を合算するこ と

は保守的な結果を与える 。 原子炉施設敷地内の地形や、 原子炉施設と

評価対象位置の関係等を考慮し た、 よ り 現実的な被ばく 線量の重ね合

わせ評価を実施する場合はその妥当性を説明し た資料の提出を求め

る 。  
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４ ． ３  原子炉制御室の居住性に係る被ばく 評価の主要解析条件等  

（ １ ） ソ ースターム  

a． 原子炉格納容器内への放出割合  

・ 原子炉格納容器内への放射性物質の放出割合は、 4.1（ 2） a で選定し

た事故シーケンスのソ ースターム解析結果を基に設定する 。  

・ 希ガス類、 ヨ ウ素類、 Cs 類、 Te 類、 Ba 類、 Ru 類、 Ce 類及び La 類を

考慮する 。  

・ なお、 原子炉格納容器内への放出割合の設定に際し 、 ヨ ウ素類の性状

を適切に考慮する 。  

b． 原子炉格納容器内への放出率  

・ 原子炉格納容器内への放射性物質の放出率は、 4.1（ 2） a で選定し た

事故シーケンスのソ ースターム解析結果を基に設定する 。  

（ ２ ） 非常用電源  

非常用電源の作動については、 4.1（ 2） a で選定し た事故シーケンスの事故

進展解析条件を基に設定する 。

ただし 、 代替交流電源からの給電を考慮する場合は、 給電までに要する余

裕時間を見込むこ と 。  

（ ３ ） 沈着・ 除去等  

a． 非常用ガス処理系（ BWR） 又はアニュ ラス空気浄化設備（ PWR）  

非常用ガス処理系（ BWR） 又はアニュ ラス空気浄化設備（ PWR） の

作動については、 4.1（ 2） a で選定し た事故シーケンスの事故進展解析

条件を基に設定する 。  

b． 非常用ガス処理系（ BWR） 又はアニュ ラス空気浄化設備（ PWR） フ ィ ル

タ効率  

ヨウ素類及びエアロゾルのフ ィ ルタ効率は、使用条件での設計値を基

に設定する 。  

なお、フ ィ ルタ効率の設定に際し 、ヨ ウ素類の性状を適切に考慮する 。 

c． 原子炉格納容器スプレ イ  

原子炉格納容器スプレ イ の作動については、 4.1（ 2） a で選定し た事

故シーケンスの事故進展解析条件を基に設定する 。  

d． 原子炉格納容器内の自然沈着  

原子炉格納容器内の自然沈着率については、実験等から得られた適切

なモデルを基に設定する 。  
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e． 原子炉格納容器漏えい率  

原子炉格納容器漏えい率は、 4.1（ 2） a で選定し た事故シーケンスの

事故進展解析結果を基に設定する 。  

f． 原子炉制御室の非常用換気空調設備  

原子炉制御室の非常用換気空調設備の作動については、非常用電源の

作動状態を基に設定する 。  

（ ４ ） 大気拡散  

a． 放出開始時刻及び放出継続時間  

放射性物質の大気中への放出開始時刻及び放出継続時間は、 4.1（ 2）

a で選定し た事故シーケンスのソ ースターム解析結果を基に設定する 。 

b． 放出源高さ  

放出源高さは、 4.1（ 2） a で選定し た事故シーケンスに応じた放出口

からの放出を仮定する 。 4.1（ 2） a で選定し た事故シーケンスのソ ース

ターム解析結果を基に、 放出エネルギーを考慮し てもよい。  

（ ５ ） 線量評価  

a． 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による原子炉制御室内での外

部被ばく  

・ 4.1（ 2） a で選定し た事故シーケンスのソ ースターム解析結果を基に、

想定事故時に原子炉格納容器から 原子炉建屋内に放出さ れた放射性

物質を設定する 。 こ の原子炉建屋内の放射性物質をスカイ シャ イ ンガ

ンマ線及び直接ガンマ線の線源と する 。  

・ 原子炉建屋内の放射性物質は、 自由空間容積に均一に分布するものと

し て 、 事故後 7 日間の積算線源強度を計算する 。  

・ 原子炉建屋内の放射性物質からのスカイ シャ イ ンガンマ線及び直接ガ

ンマ線による外部被ばく 線量は、 積算線源強度、 施設の位置、 遮へい

構造及び地形条件から計算する 。  

b． 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による入退域での外部被ばく  

・ スカイ シャ イ ンガンマ線及び直接ガンマ線の線源は、 上記 a と 同様に

設定する 。  

・ 積算線源強度、 原子炉建屋内の放射性物質からのスカイ シャ イ ンガン

マ線及び直接ガンマ線による外部被ばく 線量は、 上記 a と 同様の条件

で計算する 。  

 

４ ． ４  緊急時制御室又は緊急時対策所の居住性に係る被ばく 評価の主要解析
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条件等  

（ １ ） ソ ースターム  

a． 大気中への放出割合  

・ 事故直前の炉心内蔵量に対する放射性物質の大気中への放出割合は、

原子炉格納容器が破損し たと 考えら れる福島第一原子力発電所事故

並みを想定する （ 参 5）。  

  希ガス類： 97% 

  ヨ ウ素類： 2.78% 

（ CsI： 95%、 無機ヨ ウ素： 4.85%、 有機ヨ ウ素： 0.15%）  

（ NUREG-1465（ 参 6） を参考に設定）  

  Cs 類： 2.13% 

  Te 類： 1.47% 

  Ba 類： 0.0264% 

  Ru 類： 7.53×10-8% 

  Ce 類： 1.51×10-4% 

  La 類： 3.87×10-5% 

（ ２ ） 非常用電源  

緊急時制御室又は緊急時対策所の独自の非常用電源又は代替交流電源から

の給電を考慮する 。  

ただし 、 代替交流電源からの給電を考慮する場合は、 給電までに要する余

裕時間を見込むこ と 。  

（ ３ ） 沈着・ 除去等  

a． 緊急時制御室又は緊急時対策所の非常用換気空調設備  

緊急時制御室又は緊急時対策所の非常用換気空調設備は、 上記(2)の

非常用電源によっ て作動すると仮定する 。  

（ ４ ） 大気拡散  

a． 放出開始時刻及び放出継続時間  

・ 放射性物質の大気中への放出開始時刻は、 事故（ 原子炉スク ラム） 発

生 24 時間後と仮定する （ 参 5）（ 福島第一原子力発電所事故で最初に放

出し た 1 号炉の放出開始時刻を参考に設定）。  

・ 放射性物質の大気中への放出継続時間は、 保守的な結果となるよ う に

10 時間と仮定する（ 参 5）（ 福島第一原子力発電所 2 号炉の放出継続時間

を参考に設定）。  

b． 放出源高さ  
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放出源高さは、 地上放出を仮定する （ 参 5）。 放出エネルギーは、 保守的

な結果となるよう に考慮し ないと仮定する （ 参 5）。  

（ ５ ） 線量評価  

a． 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による緊急時制御室又は緊急

時対策所内での外部被ばく  

・ 福島第一原子力発電所事故並みを想定する 。 例えば、 次のよ う な仮定

を行う こ と ができ る 。  

 NUREG-1465 の炉心内蔵量に対する原子炉格納容器内への放出割

合（ 被覆管破損放出〜晩期圧力容器内放出）（ 参 6） を基に原子炉建

屋内に放出された放射性物質を設定する 。  

    PWR  BWR 

   希ガス類：  100%  100% 

   ヨ ウ素類：  66%  61% 

   Cs 類：  66%  61% 

   Te 類：  31%  31% 

   Ba 類：  12%  12% 

   Ru 類：  0.5%  0.5% 

   Ce 類：  0.55%  0.55% 

   La 類：  0.52%  0.52% 

  BWR については、 MELCOR 解析結果（ 参 7） から 想定し て 、 原子

炉格納容器から原子炉建屋へ移行する際の低減率は 0.3 倍と仮定

する 。  

また、 希ガス類は、 大気中への放出分を考慮し ても よい。  

 電源喪失を想定し た雰囲気圧力・ 温度によ る静的負荷の格納容器

破損モード のう ち 、 格納容器破損に至る事故シーケンスを選定す

る 。  

選定し た事故シーケンスのソ ースターム解析結果を基に、 原子

炉建屋内に放出された放射性物質を設定する 。  

・ こ の原子炉建屋内の放射性物質をスカイ シャ イ ンガンマ線及び直接ガ

ンマ線の線源とする 。  

・ 原子炉建屋内の放射性物質は、 自由空間容積に均一に分布するものと

し て 、 事故後 7 日間の積算線源強度を計算する 。  

・ 原子炉建屋内の放射性物質からのスカイ シャ イ ンガンマ線及び直接ガ

ンマ線による外部被ばく 線量は、 積算線源強度、 施設の位置、 遮へい
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構造及び地形条件から計算する 。  

b． 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による入退域での外部被ばく  

・ スカイ シャ イ ンガンマ線及び直接ガンマ線の線源は、 上記 a と 同様に

設定する 。  

・ 積算線源強度、 原子炉建屋内の放射性物質からのスカイ シャ イ ンガン

マ線及び直接ガンマ線による外部被ばく 線量は、 上記 a と 同様の条件

で計算する 。  
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図 1 原子炉制御室の居住性評価における被ばく 経路  

 

図 2 緊急時制御室又は緊急時対策所の居住性評価における被ばく 経路  
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図 3 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の居住性に係る  

被ばく 評価手順  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：L 建屋又は建屋群の風向に垂直な面での高さ又は幅の小さい方  

 

図 4 建屋影響を考慮する条件（ 水平断面での位置関係）  
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放出点 
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： 16 方位の境界
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評価点Ａ の場合ｍ １ Ａ ，  
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図 5 建屋後流での巻き込み影響を受ける場合の考慮すべき方位  

 

 

注：Ｌは、風向に垂直な建屋の投影面の高さ又は投影面の幅のうちの小さい方  

図 6 建屋の風下側で放射性物質が巻き込まれる風向の方位ｍ １ の選定方法  

(水平断面での位置関係) 
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0.5L  

0.5L  

建屋 

ｍ ２  

： 16方位の境界

評価点 

 

注：Ｌは、風向に垂直な建屋の投影面の高さ又は投影面の幅のうちの小さい方  

図 7 建屋の風下側で巻き込まれた大気が評価点に到達する  

    風向の方位ｍ ２ の選定方法(水平断面での位置関係) 

 

 

図 8 建屋の影響がある場合の評価対象方位選定手順  

方位選定終了 

ⅰ〜ⅲの重なる方位を選定 

ⅰ)  放出点が評価点の風上と なる方位を選択 

建屋影響がある場合の評価対象(風向の選定)  

ⅲ)  評価点から建屋＋ 0. 5Ｌ を含む方位を選択

（ 評価点が建屋＋ 0. 5Ｌ の内部に存在する場合は、  

 放出点が評価点の風上となる 180° が対象）  

ⅱ)  放出点から建屋＋ 0. 5Lを含む方位を選択 

（ 放出点が建屋＋ 0. 5Ｌ の内部に存在する場合は、  

放出点が評価点の風上となる 180° が対象）  
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図 9 評価対象方位の設定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 風向に垂直な建屋投影面積の考え方  

  

放出点

評価点

評価点

 

代表建屋 

投影面積 

放出点 

評価点 

風向 



 

− 26−  
 

参考文献一覧  

 

参 1： 旧原子力・ 安全保安院、 平成 21・ 07・ 27 原院第１ 号「 原子力発電所中央

制御室の居住性に係る被ばく 評価手法について（ 内規）」、 平成 21 年 8 月  

参 2： 原子力規制委員会、「 実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納

容器破損防止対策の有効性評価に関す る 審査ガ イ ド 」（ 原規技発第

13061915 号（ 平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定））  

参 3： 旧原子力安全委員会、「 発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」

（ 昭和 57 年 1 月 28 日原子力安全委員会決定、 平成 13 年 3 月 29 日一部改

訂）  

参 4 ： U.S.ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, EPA-450/4-80-023R, 

“Guideline for Determination of Good Engineering Practice Stack Height 

(Technical Support Document for the Stack Height Regulations)”, June 1985 

参 5： 原子力規制庁、「 拡散シミ ュ レ ーショ ンの試算結果（ 総点検版）」、 平成 24

年 12 月  

参 6： U.S.NRC, NUREG-1465,“Accident Source Terms for Light-Water Nuclear Power 

Plants”, February 1995 

参 7： 原子力災害対策本部、「 原子力安全に関する IAEA 閣僚会議に対する日本

国政府の報告書− 東京電力福島原子力発電所の事故について− 」、 平成 23

年 6 月  

 


